
整 理 番 号  2021P-472 
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１ 補助事業の概要 

 

（１）事業の目的 

当法人が運営している診療所は、複合型高齢者施設（特養、ショートステイ、グループ

ホーム）と同一建物内にある。診療所では外来患者を診察することもあり、外部からの来

訪者が増えるため、施設入居者への新型コロナウイルス感染やクラスター発生を未然に防

ぐための対策が必要である。 

そこで本補助事業により持ち運び型心電図・ポータブルエコーを導入することで、施設

入居者への診療を各々の居室で行い、万一新型コロナウイルス感染症が発生した際、感染

拡大を防止する。また外来患者に対しては来院してもらうのではなくこちらから訪問診療

に出向くことで、施設への来訪者数を減らし、感染防止・拡大防止に努めつつ、地域医療

に貢献する。 

 

（２）実施内容 

①ポータブルエコーの導入 http://mikankai.com/ 

 社会福祉法人みかん会内のみかん内科クリニックに導入。施設入居者の診察に携行し、居

室にて画像診断のために使用。まだ訪問診療時にも携行し、訪問先にて必要時に使用。 

 

 ↑ポータブルエコーの写真        ↑ポータブルエコー使用時の写真 

 

 

 

http://mikankai.com/


 ②持ち運び型心電図の導入 http://mikankai.com 

社会福祉法人みかん会内のみかん内科クリニックに導入。施設入居者の診察に携行

し、居室にて簡易的なの心電図検査を行うのに使用。まだ訪問診療時にも携行し、

訪問先にて必要時に使用。 

    ↑持ち運び型心電図の写真     ↑心電図使用時の写真 

 

２ 予想される事業実施効果 

持ち運び型心電図とポータブルエコーを導入したことにより、施設入居者の感染防止と

施設内でのクラスター発生を防ぐことができた。また施設外の患者に対してこちらから訪

問診療に出向くことで施設への来訪者数を減らすことができ、感染拡大防止に努めつつ、

地域医療に貢献することができた。 

 

 

３ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 社会福祉法人みかん会（シャカイフクシホウジンミカンカイ） 

住   所： 〒791-8003 

愛媛県松山市志津川町200番地 

代 表 者： 理事長 宮脇 敬（ミヤワキ ケイ） 

担 当 部 署： 事務所（ジムショ） 

担 当 者 名： 事務 田頭 香里（タガシラ カオリ） 

電 話 番 号： 089-978-7553 

F A X： 089-978-7557 

E - m a i l： mikankai@snow.ocn.ne.jp 

U R L： http://mikankai.com/ 

http://mikankai.com/
http://mikankai.com/

